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肝属川(吾平町の一部を除く鹿屋市内)
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面積は、小数点第２位まで記載。計算過程で３位以下が算出される場合は、

小数点第３位以下を切り捨てて、第２位まで記載してください。



5



6



7



8



9

面積は、小数点第２位まで記載。計算過程で３位以下が算出される場合は、

小数点第３位以下を切り捨てて、第２位まで記載してください。
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①

②

⑤

③

④

⑥

①鹿屋市吾平町下名地先 流合橋
②鹿屋市祓川町3947番地先 大園橋
③鹿屋市下名町地先
④鹿屋市吾平町上名字水流4909番の2地先
⑤上流側：鹿屋市王子町地内
下流側：鹿屋市新川町地内

⑥左岸：鹿屋市共栄町地先
右岸：鹿屋市田崎町地先

⑦鹿屋市新栄町13番地先 中宮橋
⑧左岸：東串良町柏原地先
右岸：肝付町波見地先

⑨左岸：東串良町川西地先
右岸：肝付町新富地先

⑩左岸：鹿屋市串良町細山田字水洗801番のロ地先
右岸：鹿屋市町細山田字川久保4130番の１地先

⑪左岸：肝付町前田地先
右岸：肝付町新富地先

⑫左岸：肝付町前田字田布尾323番の1地先
右岸：肝付町新富字築ヶ城7737番の5地先

⑧

⑦
⑨

⑩

⑪

⑫

鹿屋出張所が窓口となる範囲

・肝属川（①流合橋～②大園橋）
・姶良川（③肝属川合流点～④上水流橋付近）
・⑤鹿屋分水路
・下谷川（⑥肝属川合流点～⑦中宮橋）

高山出張所が窓口となる範囲

・肝属川（⑧河口～①流合橋）
・串良川（⑨肝属川合流点～⑩下中橋付近）
・高山川（⑪肝属川合流点～⑫田布尾堰付近）

別紙 管理区間図
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